
三重県児童虐待対応職員法定研修実施要綱 

 

１ 目的 

  児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号。以下「法」という。）第 13 条第 3 項第 

８号、同条第 9 項及び第 25 条の２第９項並びに児童福祉法施行規則第 6 条第 

7 号から第１１号まで及び第 14 号において受講が義務づけられた「三重県児童虐待

対応職員法定研修」（以下「法定研修」という。）の実施について定める。 

 

２ 実施主体 

義務研修は、知事が実施するものとする。 

ただし、知事は、法定研修を適切に実施できると認める団体等（以下「委託事業者

という。）に事業の一部を委託することができる。 

 

３ 義務研修の内容 

（１）義務研修の研修種別及び受講対象者 

 ①児童福祉司任用前講習会 

受講対象者：法第 13 条第 3 項第８号又は児童福祉法施行規則第 6 条第 12 号

若しくは同条第 13 条に規定する者のうち、児童福祉司に任用予定

の者。 

②要保護児童対策調整機関調整担当者研修 

   受講対象者：児童福祉法施行規則第 25 条の 28 第１項に定める調整担当者と

して職務を行う者。 

③児童福祉に関する指定講習会 

   受講対象者：児童福祉法施行規則第 6 条 7 号から第 11 号まで及び同条 14 号

に規定する者のうち、児童福祉司の任用資格取得を目指す者。 

 ④児童福祉司任用後研修 

 受講対象者：法第 13 条第 3 項に規定する者のうち、児童福祉司に任用された

者。 

（２）日程・講師等 

 別添「児童虐待対応職員法定研修年間実施計画」（以下「実施計画」という。）のと

おりとする。 

（３）その他 

 ① 知事は、研修時間や実施方法等について毎年度検証し、より効果的な研修が実

施できるよう、実施計画の見直しに努めるものとする。 

 ② 知事が認めた場合、受講対象者以外の者が法定研修を受講できるものとする。 

 

４ 法定研修修了の取扱い 



（１）修了の評価 

  ３の（１）の受講対象者及び３の（３）の②で知事が受講を認めた者で該当する研修

種別のすべての科目を受講した者を、法定研修修了者とする。ただし、研修実施者

の指示に従わないなど受講態度が不適切な者やレポート等により研修内容の理解

を著しく欠いていることが判明した者などは修了の評価を行わないことができるも

のとする。 

   また、研修の一部の科目を業務等により受講できなかった場合には、当該科目に

ついて次年度に再度受講することで、修了したこととする。 

（２）修了証の交付 

 知事は、全ての科目を受講し、研修の到達目標等に準拠して「修了レポート」（第１

号様式）を作成した者に対し、法定研修修了者として修了証（様式第２号から第５号）

を交付するものとする。なお、事業の一部を委託した場合は、委託事業者からの証

明書等に基づき修了証を交付するものとする。 

（３）修了者の記録 

① 知事は、法定研修修了者の氏名、研修の受講開始年月日及び修了年月日等を

記載した名簿を作成し、記録を保存する。 

② 知事は、３の（１）の②に定める要保護児童対策調整機関調整担当者研修を修

了し、修了証を交付した者について、該当市町長宛て通知するとともに、③児童福

祉に関する指定講習会を修了し、修了証を交付した者について、該当市町長及び

県内各種施設長等あて通知するものとする。 

（４）修了証の再交付 

   知事は、法定研修修了者から修了証の紛失等の申し出があった場合は、前項の

記録を確認の上、必要に応じて修了証を再交付することができる。 

 

５ 委託事業者への委託 

  知事は、事業の一部を委託業者に委託する場合には、次の事項に留意する。ただ

し、４の（２）の修了証の交付については委託しないものとする。 

① 委託事業者は、事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事務的能力及び事

業の安定的運営に必要な財産基盤を有するものであること。 

② 委託事業者において、事業の経理が他の経理と明確に区分され、会計帳簿、決算

書類等研修事業の収支の状況を明らかにする書類が整備されていること。 

③ 委託事業者は、法定研修を実施する場合における講師について、略歴、資格、実

務経験、学歴等に照らし、各科目の研修等を適切に実施するために必要な体制を

確保すると見込まれること。 

④ 委託業者が、当該要綱に定める内容に従って、適切に法定研修を実施することが

見込まれること。 

⑤ 事業の委託にあたっては、児童福祉分野の研修等に関する実績や知見等を有す



る機関、団体等に委託すること。 

 

６ 留意事項 

（１）児童福祉司任用前講習会は、原則として 4 月 1 日以降に新たに児童福祉司に

任用される者が受講するものとする。ただし、前年度の同研修が未修了であった者、

すでに児童福祉司である者の受講を妨げるものではない。 

（２）児童福祉司任用後研修及び要保護児童対策調整機関調整担当者研修の受講

は、それぞれの受講対象者に限らず、すべての児童福祉司及び要保護児童対策調

整機関調整担当者が受講できるものとする。 

（３）児童福祉司が人事異動等により、他の児童相談所に異動した場合は、再度の研

修受講は不要とする。ただし、他の児童相談所への異動の間に、児童福祉司以外

の業務を経験した場合、再び児童福祉司として任用される場合は、再度の研修受

講に努めること。調整担当者についても同様とする。 

（４）知事は、児童福祉司任用前講習会を受講した者が、児童福祉司任用後研修を受

講する場合、重複した科目については受講を免除することができる。 

 

７ その他 

 この要綱で定めのない事項については、法や国からの通達等に定めるもののほ

か、 児童相談支援課長が定めるものとする。 

 

附 則 

この要領は、令和８年１月１３日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号 

〇月〇日（第〇日目） 修了レポート 

所属名  

職 種  

氏 名  

 

①  〇:〇～〇:〇 【科目名称】 

 

理解度（どれか一つに○をしてください） 

【 よく理解できた / 概ね理解できた / あまり理解できなかった / 理解できなかった 】 

 

講義を振り返り、学んだことや今後の業務に活かせると考えたことを記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 〇:〇～〇:〇 【科目名称】 

 

理解度（どれか一つに○をしてください） 

 【 よく理解できた / 概ね理解できた / あまり理解できなかった / 理解できなかった 】 

講義を振り返り、学んだことや今後の業務に活かせると考えたことを記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号 

 

児童福祉司任用前講習会 

修 了 証 
  

 

 

                所 属   

               氏 名   

                         年 月 日生 

 

 

 

 児童福祉法第十三条第三項第九号に規定する講習会を修了したことを証明する。 

 

 

 

 

        年 月 日 

 

 

 

                   三重県知事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号 

 

要保護児童対策調整機関の 

調整担当者研修 

 修 了 証   
 

 

  

               所 属   

               氏 名   

                        年 月 日生 

 

 

 

 児童福祉法第二十五条の二第九項に規定する研修について修了したことを証明する。 

 

 

        年 月 日 

 

                   三重県知事 

 

 

 



様式第４号 

 

指定講習会修了証 
 

 

 

                   所 属   

                   氏 名   

                           年 月 日生 

 

 

 

  児童福祉法施行規則第６条第７号に規定する講習会を修了したことを証明する。 

 

 

 

 

       年 月 日 

 

 

 

                   三重県知事 

 

 

 



様式第５号 

     

児童福祉司任用後研修 

修 了 証 
 

 

 

                  所 属   

                  氏 名   

                           年 月 日生 

 

 

 

  児童福祉法第十三条第九項に規定する研修について修了したことを証明する。 

 

 

 

 

        年 月 日 

 

 

                   三重県知事 

 


